
 

 

 

 

 

過半数代表選挙において… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告されている事象が事実なら、コンプライアンス教育を行う会社が、不正行為を行っていると言わざ

るをえません！過半数代表者選挙に会社の意向が反映されれば、それは「労働基準法施行規則違反」

であり、無効になる可能性もあります。 
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…特に、投票の秘密の確保は重要であ

り、過半数代表者の選出に際して、特定

の候補者への投票を強要されることや、

投票行動を非難されたり、事前・事後にか

かわらず、投票内容について他の社員か

ら執拗に聴取される等、社員一人ひとりの

自由意思の表明を制約しかねない行為に

ついては、法令上も決して許されるもので

はありません。… 

○○じゃない方に

入れてください。 

○○にいれてね。 

組合側には入れな

いでね。 

 


